新庄市における部活動及び地域クラブ活動の基本方針

令和８年４月１日
新庄市教育委員会


１　部活動及び地域クラブ活動※の位置づけ
（１）　令和８年度より、部活動は平日のみとし休日は行わない。（中体連主催事業や中文連共催事業等への学校単位での参加を除く）
（２）　休日の活動を希望する生徒は、地域クラブ等に所属するなどして活動する。ただし、平日も地域クラブ等での活動を希望する生徒は地域クラブ等で活動できる。
（３）　部活動及び地域クラブ活動は、生徒の自主的、自発的な参加による活動であるため、任意加入が前提であり、活動を希望する場合は、自由に自分の希望するスポーツ・文化芸術活動が選択できる。
[bookmark: _Hlk223441157]（４）　部活動及び地域クラブ活動は、事故や不適切行為の防止等を徹底し、生徒が安全・安心に活動に取り組める環境を構築する。万が一、事故やトラブル等が起きた場合は、責任の所在を明確にした上で、部活動内のことは学校、地域クラブ活動内のことは地域クラブでその対処に努める。
　※　地域クラブ活動とは、新庄市に認定されたクラブによる活動のこと。ただし、令和８年度時点では、新庄市に登録しているクラブの活動を含む。以下、同じ。

２　部活動及び地域クラブ活動の意義
（１）　将来にわたって生徒が継続的にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会を確保・充実する。
（２）　生徒の豊かで幅広い活動機会を保障する。
（３）　障がいのある生徒や運動・文化芸術活動が苦手な生徒等を含め、全ての生徒がそれぞれの希望に応じて多種多様な活動に参加できる。

３　部活動及び地域クラブ活動の適切な指導・活動の実施
（１）　顧問・部活動指導員・外部コーチ・地域クラブ活動指導者（以下、指導者）は、生徒とのコミュニケーションを十分に図り、生徒の技術、体力の向上や生涯を通じて運動・文化・芸術に親しむ基礎を養う。
（２）　指導者は、いかなる場合においても、体罰は絶対に許されない。また、生徒の人間性や人格の尊厳を損ねたり否定したりするような発言や行為もしてはいけない。
（３）　指導者は、生徒との信頼関係を大切にし、信用を失墜するような言動は許されない。
（４）　夏季の活動においては、生徒の発達段階や気温・湿度・暑さ指数（WBGT）等の環境を踏まえ、生徒の安全面を最優先に考え活動を実施する。また、「新庄市立小中義務教育学校熱中症対策ガイドライン（令和５年新庄市教育委員会）」等を参考にしながら十分な対策をとる。

４　部活動及び地域クラブ活動の活動時間・休養日等の設定について
（１）　平日の活動時間は長くとも２時間程度、休日や長期休業中の活動は長くとも３時間程度とする。
（２）　週２日以上の休養日を設定する。
（３）　週当たりの活動時間が１１時間程度の範囲内となるように、部活動指導者と地域クラブ活動指導者が連携したり、保護者の責任の下、生徒自身が自己管理できるように指導したりするなどして、成長期にある生徒が、学校内外の活動、食事、休養及び睡眠等のバランスのとれた生活が送れるようにする。
（４）　大会、練習試合、コンクール、コンテスト、発表会等への参加によって上記１日の活動時間を超えるような場合は、週単位で調整するなど、柔軟な対応を検討する。（部活動では中体連主催事業や中文連共催事業等への学校単位での参加のみ可能）
（５）　長期休業中の活動は、期間の３分の１程度を目安にし、ある程度長期間の休養期間（オフシーズン）を設けることで、生徒が家族・地域で過ごす時間の確保や部活動・地域クラブ活動以外にも多様に活動を行うことができるように配慮して、生徒にとって無理のない活動を設定する。
５　運営について
（１）部活動について
　　①　各部活動での基本方針について
ア　校長は、市の基本方針に則り、毎年度、「学校の部活動に係る活動方針」を策定する。部活動顧問は、年間の活動計画及び活動実績を作成し、定期的に校長に報告する。また、校長は、「学校の方針」及び活動計画等を地域住民・保護者等と共有し、信頼関係を深めるように努める。
　　　イ　各部活動の計画は、令和７年１２月に文部科学省から示された「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する　総合的なガイドライン～子供たちのスポーツ・文化芸術活動の充実に向けて～」、令和８年３月に山形県教育委員会から示された「山形県における部活動改革及び地域クラブ活動に関する総合的なガイドライン」に沿ったものであること。
ウ　各部活動の顧問は、年度初めに部活動の基本運営計画を保護者に提示し、説明すること。
エ　部費を集める場合は必要最小限とし、金額は保護者の理解を得たうえで決定すること。
②　部活動指導員について
ア　教育委員会の委嘱を受け、顧問の代わりに技術指導や中体連主催事業や中文連共催事業等の引率等を行うことができる。
イ　教職員等と日常的に生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について共通理解を図る。
ウ　技術指導のみに偏らず、生徒の心身の健康管理を行うともに、事故防止にも努める。また、体罰・ハラスメントについてもその根絶を徹底する。
③　外部コーチについて
ア　校長の委嘱を受け、技術指導や顧問とともに中体連主催事業や中文連共催事業等へ同行する　ことができる。
イ　顧問等と日常的に指導内容や生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について共通理解を図る。
（２）　地域クラブ活動について
　　①　活動環境について
　部活動と同様に、事故や、暴力・暴言・ハラスメント、いじめ等の不適切行為の防止等を徹底し、生徒が安全・安心に活動に取り組める環境を構築する。
　　②　保険について
　　　　怪我等への備えとして、生徒及び指導者に対し、自身の怪我等を補償する保険や個人賠償責任に加入する。

６　活動について
（１）部活動（長期休業中の部活動を含む）について
　　①　放課後の終了時刻については、教育課程を工夫しながら部活動の開始・終了時刻の繰上げ等を行うなどして、生徒の負担が過度とならないように設定する。
②　定期テスト等を実施する際は、学校の方針に従ってテスト期間を設定し、その間は部活動を停止する。
③	　各部活動には顧問（部活動指導員）がつき、技術指導及び安全管理を行う。
④	　顧問（部活動指導員）が活動場所に行けない場合は、他の教員と連携を取り管理を行う。
⑤　授業日の朝の活動（朝練習）は禁止とする。ただし、中体連主催事業や中文連共催事業、コンクール前等の事情がある場合は、学校の方針に従い、校長の判断により実施することができる。なお、生徒の生活面や学習面において過度な負担にならないよう留意する。また、活動時間は、「４　部活動及び地域クラブ活動の活動時間・休養日等の設定について」で定めた時間を超えないよう配慮する。
⑥　校外での活動に当たっては、生徒の移動手段について留意すること。自転車の利用については、交通安全を徹底させ、決して事故がないようにする。
（２）地域クラブ活動について
　　①　部活動と地域クラブ活動の練習が生徒の過度の負担にならないよう、休養日及び活動時刻等を設定したり、必要に応じて生徒や指導について共通理解を図ったりする。
　　　ア　生徒が完全に休養できる日（部活動も地域クラブ活動等の練習もない日）を設定する。
イ　地域クラブの夜の活動開始時刻は、平日は１９時まで、休日は１８時までとし、活動終了後は翌日の学校生活に支障が出ないように速やかな帰宅を促す。また、活動開始時刻・終了時刻は、保護者や指導者が代わっても継続できる、無理のない時刻に設定する。
ウ　必要に応じて地域クラブ活動代表者と部活動顧問が、指導内容や生徒の様子等についての情報交換を行う　
　　②　学校の教師等が本人の希望に応じて地域クラブ活動の指導者として活動し、報酬を受ける場合は、兼職兼業の許可を得ること。


令和８年３月３１日
 新庄市における部活動の在り方に関する基本方針【改定】（令和元年１０月１０日）を改定
